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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに対向して配置された１対の電極と、前記１対の電極間に配置された正の抵抗－温度
特性を有するサーミスタ素体と、を備え、
　前記サーミスタ素体が、エポキシ樹脂と、硬化剤と、導電性粒子と、からなる混合物か
ら誘導される硬化体からなり、
　前記エポキシ樹脂が、下記一般式（１）で表わされる化合物であり、
　前記硬化剤が、前記硬化体に可とう性を付与する酸無水物であることを特徴とする有機
質正特性サーミスタ。
【化１】

［式（１）中、Ｒ１は、置換基を有していてもよい、炭素数１～２０の２価の鎖式基を示
し、Ｒ２及びＲ３は、同一であっても異なっていてもよく、下記一般式（ａ）で表される
２価の有機基を示す。
－（Ａｒ－Ｘ）－　…（ａ）
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式（ａ）中、Ａｒは、置換基を有していてもよい、２価の、５員環基、６員環基、ナフタ
レン基、若しくはアントラセン基を示し、Ｘは、炭素数１以上の２価の鎖式基を示す。］
【請求項２】
前記酸無水物が、下記一般式（Ｉ）で表される化合物、又は、下記一般式（ＩＩ）～（Ｉ
Ｖ）で表される構造単位のうち１種以上を１つ以上含む化合物、であることを特徴とする
請求項１に記載の有機質正特性サーミスタ。
【化２】

［式（Ｉ）中、Ｘは、炭素数４以上の炭化水素基を少なくとも１つ有する２価の有機基を
示す。］
【化３】

［式（ＩＩ）中、Ｙは、炭素数４以上の２価の炭化水素基を示す。］
【化４】

［式（ＩＩＩ）中、Ｚは、炭素数２以上の２価の炭化水素基を示す。］
【化５】

［式（ＩＶ）中、Ｗは、炭素数３以上の３価の炭化水素基を示す。］
【請求項３】
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前記酸無水物が、ドデセニル無水コハク酸、ポリアジピン酸無水物、ポリアゼライン酸無
水物、ポリセバシン酸無水物、ポリ（エチルオクタデカン二酸）無水物、ポリ（フェニル
ヘキサデカン二酸）無水物、２，４－ジエチルグルタル酸無水物、エチレングリコールビ
スアンヒドロトリメリテート、及びグリセロールトリストリメリテートからなる群より選
択される１種以上であることを特徴とする請求項１に記載の有機質正特性サーミスタ。
【請求項４】
前記導電性粒子が、スパイク状の突起を有するニッケル粒子であることを特徴とする請求
項１～３のいずれか一項に記載の有機質正特性サーミスタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温度上昇とともに抵抗値が急激に増大するＰＴＣ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｔｅ
ｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ：正温度係数）特性を有する有機質正特性
サーミスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機質正特性サーミスタに備えられるサーミスタ素体のマトリックス材料として
、熱可塑性樹脂が広く知られている。しかし、熱可塑性樹脂を用いる場合、耐熱性を得る
ための架橋処理や不燃化処理が必要であるため、サーミスタ素体の製造工程が複雑になっ
ていた。そこで、かかる処理を省き製造工程を簡略化できるマトリックス材料として、熱
硬化性樹脂が注目されてきた。
【０００３】
　これまでに検討されている熱硬化性樹脂を用いる有機質正特性サーミスタとしては、例
えば、熱硬化性樹脂に繊維状の導電物質を分散させたもの（例えば、特許文献１参照。）
、熱硬化性樹脂にスパイク状の突起を有する導電性粒子を分散させたもの（例えば、特許
文献２参照。）、熱硬化性樹脂にスパイク状の突起を有する導電性粒子と導電性短繊維と
を分散させたもの（例えば、特許文献３参照。）等が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第４９６６７２９号明細書
【特許文献２】特許第３１０１０４７号公報
【特許文献３】特許第３１０１０４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、有機質正特性サーミスタは、過電流・加熱保護素子、自己制御型発熱体、温
度センサー等に利用することができる。これらのデバイスに要求される特性としては、室
温抵抗値が十分小さいこと、ＰＴＣ特性における抵抗値の変化率が十分大きいこと、さら
に、加熱冷却した際の室温抵抗値の復帰性（すなわち、信頼性）に優れていることなどが
挙げられ、このような特性を満足できる有機質正特性サーミスタが求められている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の有機質正特性サーミスタを始めとする、従来の熱硬
化性樹脂と従来の導電性粒子を用いる構成では、ＰＴＣ特性における抵抗値の変化率を十
分に確保したまま室温抵抗値を低下させることが困難であり、満足な特性を得ることがで
きなかった。
【０００７】
　一方、特許文献２及び３に記載の有機質正特性サーミスタは、室温抵抗値を下げると共
に大きな抵抗変化率を得ることを意図したものである。
【０００８】
　しかしながら、近年の電子機器等の小型化に伴い、有機質正特性サーミスタも小型化さ
せる必要があり、このような場合、特許文献２及び３に記載の有機質正特性サーミスタだ



(4) JP 4261407 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

と、十分な室温抵抗値と抵抗変化率とを実用レベルで両立させることが困難であった。
【０００９】
　すなわち、有機質正特性サーミスタの小型化を図ると電極面積が減少し、その結果とし
て室温抵抗値が増加する。これを補う方法としては、電極間の距離を小さくする方法や、
サーミスタ素体中の導電性粒子の含有量を増加する方法が挙げられる。しかしながら、特
許文献２及び３に記載の有機質正特性サーミスタにおいて、これらの方法を用いて室温抵
抗値を低下させたところ、十分な抵抗変化率を得ることができないことを実験的に見出し
た（本明細書の比較例１～３参照）。
【００１０】
　また、有機質正特性サーミスタが過電流保護素子等に用いられる場合には、特に、室温
抵抗値を低く設定できることが望まれている。上記従来の有機質正特性サーミスタでは、
室温抵抗値を、１０ｍΩ以下に設定にした場合、所望のＰＴＣ特性を得ることが困難であ
った。さらに、従来の有機質正特性サーミスタでは、設定した室温抵抗値を安定して得ら
れるという信頼性の点においても、まだ不十分であった。
【００１１】
　本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、室温抵抗値が十分
小さく、ＰＴＣ特性における抵抗値の変化率が十分大きく、かつ信頼性に優れた有機質正
特性サーミスタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、サーミスタ素体を構成す
る熱硬化性樹脂として、熱膨張性の高い樹脂と、さらに特定の酸無水物を含む硬化剤とを
用いることにより、得られる有機質正特性サーミスタが所望の室温抵抗値と、所望の抵抗
変化率とを同時に満たすことができ、しかも信頼性に優れていることを見出し、本発明に
到達した。
【００１３】
　本発明の有機質正特性サーミスタは、互いに対向して配置された１対の電極と、１対の
電極間に配置された正の抵抗－温度特性を有するサーミスタ素体と、を備え、サーミスタ
素体が、エポキシ樹脂と、硬化剤と、導電性粒子とからなる混合物の硬化体からなり、エ
ポキシ樹脂が下記一般式（１）で表わされる化合物であり、硬化剤が、硬化体に可とう性
を付与する酸無水物であることを特徴とする。
【化１８】

［式（１）中、Ｒ１は、置換基を有していてもよい、炭素数１～２０の２価の鎖式基を示
し、Ｒ２及びＲ３は、同一であっても異なっていてもよく、下記一般式（ａ）で表される
２価の有機基を示す。
－（Ａｒ－Ｘ）－　…（ａ）
式（ａ）中、Ａｒは、置換基を有していてもよい、２価の、５員環基、６員環基、ナフタ
レン基、若しくはアントラセン基を示し、Ｘは、炭素数１以上の２価の鎖式基を示す。］
 
【００１４】
　かかる本発明の有機質正特性サーミスタにおいては、サーミスタ素体が、エポキシ樹脂
と硬化剤とから形成されるマトリックスに導電性粒子を分散させているものからなる。ま
た、形成されたマトリックスが、硬化剤に含まれる上記酸無水物によって可とう性を付与
されている。これらのことによって、有機質正特性サーミスタの室温抵抗値を十分小さく
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に有機質正特性サーミスタの信頼性を優れたものとすることができる。
【００１５】
　ここで、酸無水物が「硬化体に可とう性を付与する」ものか否かは、例えば、以下の方
法により得られる条件を満足するか否かで判断される。その条件は、エポキシ樹脂と、酸
無水物を含む硬化剤とを、当量比１：１で混合した混合物を加熱処理して硬化体を形成し
た場合に、得られた硬化体の２５℃における曲げ弾性率の値Ｅ１（Ｐａ）が、同じエポキ
シ樹脂と、硬化剤としてのメチルヘキサヒドロフタル酸無水物とを、当量比１：１で混合
した混合物を、同条件で加熱処理して得られる硬化体の２５℃における曲げ弾性率の値Ｅ
０（Ｐａ）に対して、下記式（Ａ）を満たすことである。
（Ｅ１／Ｅ０）＜１　…（Ａ）
ただし、Ｅ１及びＥ０は、曲げ弾性率測定法に基づいて測定された値である。
【００１６】
　かかる条件を満たすことができる酸無水物を、本発明における「硬化体に可とう性を付
与する酸無水物」であると判断することができる。
【００１７】
　本発明では、（Ｅ１／Ｅ０）が０．２～０．８であることが好ましい。（Ｅ１／Ｅ０）
が、０．８を超えると、本発明の効果が得られ難くなる傾向にあり、０．２未満であると
、サーミスタ素体の機械的強度が低下する傾向にある。
【００１８】
　また、酸無水物を用いるのは、エポキシ樹脂を用いる有機質正特性サーミスタにおいて
、室温抵抗値を低下させる効果があること、耐熱性を付与できること、及び低粘度化によ
って作業性が向上することなどの理由によるものである。
【００１９】
　さらに、本発明では、酸無水物が、下記一般式（Ｉ）で表される化合物、又は、下記一
般式（ＩＩ）～（ＩＶ）で表される構造単位のうち１種以上を１つ以上含む化合物である
ことが好ましい。
【化１】

式（Ｉ）中、Ｘは、炭素数４以上の炭化水素基を少なくとも１つ有する２価の有機基を示
す。なお、炭素数４以上の炭化水素基は、飽和炭化水素基であっても不飽和炭化水素基で
あってもよく、また、鎖状構造であっても枝分かれ構造であってもよい。
【化２】

式（ＩＩ）中、Ｙは、炭素数４以上の２価の炭化水素基を示す。
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【化３】

式（ＩＩＩ）中、Ｚは、炭素数２以上の２価の炭化水素基を示す。

【化４】

式（ＩＶ）中、Ｗは、炭素数３以上の３価の炭化水素基を示す。
【００２０】
　また、本発明では、酸無水物が、ドデセニル無水コハク酸、ポリアジピン酸無水物、ポ
リアゼライン酸無水物、ポリセバシン酸無水物、ポリ（エチルオクタデカン二酸）無水物
、ポリ（フェニルヘキサデカン二酸）無水物、２，４－ジエチルグルタル酸無水物、エチ
レングリコールビスアンヒドロトリメリテート、及びグリセロールトリストリメリテート
からなる群より選択される１種以上であることが好ましい。
【００２１】
　かかる酸無水物を用いることで、所望の室温抵抗値と所望の抵抗変化率とを有し、かつ
信頼性に優れる有機質正特性サーミスタを、より確実かつ容易に得ることができる。これ
は、有機質正特性サーミスタの抵抗変化率及び加熱冷却した際の室温抵抗値の復帰性に影
響を与えるサーミスタ素体の可とう性が、より好ましい程度になるためと本発明者らは考
えている。
【００２２】
　また、本発明で用いられる導電性粒子は、電子伝導性を有していれば特に限定されず、
例えば、カーボンブラック、グラファイト、各形状の金属粒子もしくはセラミック系導電
性粒子を用いることが出来る。金属粒子の材料としては、銅、アルミニウム、ニッケル、
タングステン、モリブデン、銀、亜鉛、コバルト、及び銅粉にニッケルメッキを施したも
の等が挙げられる。セラミック系導電性粒子の材料としては、ＴｉＣ及びＷＣ等が挙げら
れる。これらは、１種類を単独で又は２種類以上を組み合わせて用いることができる。本
発明では、金属粒子を用いることが好ましい。導電性粒子として金属粒子を用いると、サ
ーミスタの抵抗変化率を十分に確保したまま、室温抵抗値をより低下させることができ、
例えば、本発明のサーミスタを過電流保護素子として用いる場合に好適である。
【００２３】
　また、導電性粒子の形状としては、球状、フレーク状、繊維状及び棒状等が挙げられる
が、粒子の表面にスパイク状の突起を有するものが好ましい。スパイク状の突起を有する
導電性粒子を用いることにより、隣接する粒子間におけるトンネル電流が流れやすくなる
ため、有機質正特性サーミスタの抵抗変化率を十分に確保したまま、室温抵抗値をより確
実に低くすることができる。また、スパイク状の突起を有する導電性粒子は、真球状の粒
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大きな抵抗変化率をより確実に得ることができる。さらに、繊維状の粒子を用いた場合に
比べて、サーミスタの室温抵抗値のばらつきを低減することができる。また、導電性粒子
の構成材料としてニッケルを用いると、酸化されにくい等の化学的安定性の観点から好ま
しい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、室温抵抗値が十分小さく、ＰＴＣ特性における抵抗値の変化率が十分
大きく、かつ信頼性に優れた有機質正特性サーミスタを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しながら本発明の有機質正特性サーミスタについて詳細に説明する。
なお、以下の説明では、同一または相当部分には同一符号を付し、重複する説明は省略す
る。
【００２６】
　図１は、本発明の有機質正特性サーミスタの好適な一実施形態を模式的に示す斜視図で
ある。
【００２７】
　図１に示す有機質正特性サーミスタ（以下、場合によって「サーミスタ」ともいう。）
１０は、互いに対向して配置された１対の電極２及び電極３と、電極２及び電極３間に配
置された正の抵抗－温度特性を有するサーミスタ素体（以下、場合によって「サーミスタ
素体」ともいう。）１と、必要に応じて電極２に電気的に接続されたリード（図示せず）
と、電極３に電気的に接続されたリード（図示せず）とから構成されている。
【００２８】
　電極２及び電極３は、サーミスタの電極として機能する電子伝導性を有するものであれ
ば、その形状や材質について特に限定されない。また、リードは、それぞれ電極２及び電
極３から外部に電荷を放出又は注入することが可能な電子伝導性を有していれば、その形
状や材質について特に限定されない。
【００２９】
　サーミスタ素体１は、主剤としてのエポキシ樹脂と、硬化剤と、導電性粒子とを含有す
る混合物を加熱して得られる硬化体から形成されている。また、導電性粒子は、サーミス
タ素体１中に分散しており、エポキシ樹脂及び硬化剤から形成されたマトリックスにより
保持されている。
【００３０】
　サーミスタ素体１を形成する際に用いるエポキシ樹脂は、特に限定されず、例えば、平
均して１分子あたり２個以上のエポキシ基を有するものが挙げられる。例えば、ビスフェ
ノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡＤ、カテコール及びレゾルシノール等の
多価フェノール、若しくは、グリセリン及びポリエチレングリコール等の多価アルコール
と、エピクリルヒドリンとを反応させて得られるポリグリシジルエーテル、ｐ－ヒドロキ
シ安息香酸及びβ－ヒドロキシナフトエ酸等のヒドロキシカルボン酸と、エピクリルヒド
リンとを反応させて得られるグリシジルエーテルエステル、フタル酸及びテレフタル酸等
のポリカルボン酸と、エピクリルヒドリンとを反応させて得られるポリグリシジルエステ
ル、エポキシ化フェノールノボラック樹脂、エポキシ化クレゾールノボラック樹脂、並び
に、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂等が挙げられる。
【００３１】
　また、本実施形態においては、主剤であるエポキシ樹脂として、下記一般式（１）で表
される化合物を用いることが好ましい。
【００３２】
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【化５】

式（１）中、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、それぞれ２価の有機基を示し、かつ、Ｒ２及びＲ３

のうちの少なくとも一つは、置換基を有していてもよい、炭素数１以上の２価の鎖式基を
示す。
【００３３】
　ここで、「鎖式基」とは、主鎖に環式構造を含まず、主鎖を構成する原子が線状に配列
した鎖状構造を有する基を意味し、枝分かれ構造を有していてもよい。また、飽和炭化水
素基あるいは不飽和炭化水素基のように、主鎖を構成する原子が炭素のみであるものでも
よく、酸素、硫黄又は窒素等のヘテロ原子が主鎖骨格に含まれているものであってもよい
。
【００３４】
　また、「炭素数１以上の２価の鎖式基」という場合は、主鎖を構成している炭素の数が
１以上である２価の鎖式基を意味する。
【００３５】
　ここで、炭素数１以上の２価の鎖式基としては、例えば、下記一般式（３）～（６）で
示される２価の有機基が挙げられる。
【００３６】
　－（ＣＨ２）ａ－　…（３）
ここで、ａは、１～２０の整数を示す。
【００３７】
　－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｂ－　…（４）
ここで、ｂは、１～２０の整数を示す。
【００３８】
　－（ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ）ｃ－　…（５）
又は、－（ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ）ｃ－　…（６）
ここで、ｃは、１～２０の整数を示す。
【００３９】
　上記一般式（１）で表わされる化合物を用いることによって、サーミスタ素体１に、よ
り一層適度な可とう性を付与することができ、所望の室温抵抗値と所望の抵抗変化率とを
有し、かつ信頼性に優れる有機質正特性サーミスタを、より確実かつ容易に得ることがで
きる。
【００４０】
　また、エポキシ樹脂として、下記一般式（１）で表わされる化合物を用いても、同様の
効果を得ることができる。

【化６】

式（１）中、Ｒ１は、置換基を有していてもよい、炭素数１～２０の２価の鎖式基を示し
、Ｒ２及びＲ３は、同一であっても異なっていてもよく、下記一般式（ａ）又は（ｂ）で
表される２価の有機基を示す。
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　－（Ａｒ－Ｘ）－　…（ａ）
式（ａ）中、Ａｒは、置換基を有していてもよい、２価の、５員環基、６員環基、ナフタ
レン基、若しくはアントラセン基を示し、Ｘは、炭素数１以上の２価の鎖式基を示す。
　－Ｙ－　…（ｂ）
式（ｂ）中、Ｙは、置換基を有していてもよい、グリシジルエーテル基に結合（隣接）し
た炭素原子を含む炭素数１以上の２価の鎖式基を示す。
【００４１】
　ここで、Ｒ１としては、例えば、－ＣＨ２－、－ＣＨ（ＣＨ３）－、－Ｃ（ＣＨ３）２

－、及び－ＣｎＨ２ｎ－（ｎは２～２０の整数）等の鎖式基が挙げられる。
【００４２】
　また、Ｒ２及びＲ３としては、Ｒ２及びＲ３が同一である場合、例えば、（ａ）－Ｃ４

Ｈ６－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－で示される２価の有機基、及び（ｂ）－ＣＨ２－で示される
２価の有機基等が挙げられる。また、Ｒ２及びＲ３が異なる場合、例えば、一方が（ｂ）
－ＣＨ２－で示される２価の有機基、他方が（ｂ）－ＣＨ２ＣＨ２－で示される２価の有
機基が挙げられる。
【００４３】
　ここで、上記一般式（１）において、Ｒ１が、－ＣＨ２－、－ＣＨ（ＣＨ３）－、又は
－Ｃ（ＣＨ３）２－で示される２価の有機基であり、Ｒ２及びＲ３が、前記一般式（ａ）
で表され、Ａｒが－Ｃ６Ｈ４－である２価の有機基であることが好ましい。
【００４４】
　このような化合物を用いることにより、上記の効果が得られると共に、耐熱性に優れた
有機質正特性サーミスタをより確実に得ることができる。
【００４５】
　また、エポキシ樹脂として、下記一般式（１）で表わされる化合物を用いても、サーミ
スタ素体１に、より一層適度な可とう性を付与することができ、所望の室温抵抗値と所望
の抵抗変化率とを有し、かつ信頼性に優れる有機質正特性サーミスタを、より確実かつ容
易に得ることができる。
【化７】

ここで、式（１）中、Ｒ１は置換基を有していてもよい、炭素数１～２０の２価の鎖式基
を示し、Ｒ２及びＲ３は単結合又は２価の有機基を示し、かつ、Ｒ２及びＲ３の少なくと
も一方が、－ＣＨ２ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ－、－ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２

Ｏ－、－ＳｉＯ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝Ｃ（ＣＮ）
－、－ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ２Ｓ－、－ＮＨ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＨ＝Ｎ－、
及び、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－からなる群より選択される１種以上の構造単位を含む。
【００４６】
　また、エポキシ樹脂として、下記一般式（１）で表わされる化合物を用いても、サーミ
スタ素体１に、より一層適度な可とう性を付与することができ、所望の室温抵抗値と所望
の抵抗変化率とを有し、かつ信頼性に優れる有機質正特性サーミスタを、より確実かつ容
易に得ることができる。
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【化８】

ここで、式（１）中、Ｒ１は置換基を有していてもよい、炭素数１～２０の２価の鎖式基
を示し、Ｒ２及びＲ３は単結合又は２価の有機基を示し、Ｒ２及びＲ３の少なくとも一方
が、－ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ－、－ＣＨ（ＣＨ３）
ＣＨ２Ｏ－、－ＳｉＯ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝Ｃ（
ＣＮ）－、－ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ２Ｓ－、－ＮＨ－ＣＯ－、－ＮＨ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＯ
－Ｏ－、及び、－ＣＨ＝Ｎ－からなる群より選択される１種以上の構造単位を含み、かつ
当該構造単位がグリシジルエーテル基に結合している。
【００４７】
　Ｒ２及びＲ３の具体例としては、下記一般式（３）～（６）で示される２価の有機基が
挙げられる。
【００４８】
　－（ＣＨ２）ａ－　…（３）
ここで、ａは、１～２０の整数を示す。
【００４９】
　－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｂ－　…（４）
ここで、ｂは、１～２０の整数を示す。
【００５０】
　－（ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ）ｃ－　…（５）
又は、－（ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ）ｃ－　…（６）
ここで、ｃは、１～２０の整数を示す。
【００５１】
　本実施形態では、上記一般式（１）において、Ｒ２及びＲ３の少なくとも一方が、下記
一般式（２）で示される構造単位を含み、かつ当該構造単位がグリシジルエーテル基に結
合していることが好ましい。
－（Ｒ４－Ｏ）ｎ－　…（２）
式（２）中、Ｒ４は、炭素数１～２０の２価の炭化水素基を示し、ｎは１～１０の整数を
示す。
【００５２】
　さらに、上記一般式（１）において、Ｒ１が、－ＣＨ２－、－ＣＨ（ＣＨ３）－、又は
－Ｃ（ＣＨ３）２－で示される２価の有機基であり、かつ、Ｒ２及びＲ３が、－Ｃ４Ｈ６

－（Ｏ－Ｌ）ｐ－（Ｌは、炭素数１～２０の鎖式基を示し、ｐは、１～１０の整数を示す
）で示される２価の有機基であることがより好ましい。
【００５３】
　かかる化合物を用いることにより、サーミスタ素体１に、より一層適度な可とう性を付
与することができ、所望の室温抵抗値と所望の抵抗変化率とを有し、かつ信頼性に優れる
有機質正特性サーミスタを、より確実かつ容易に得ることができる。
【００５４】
　上記一般式（１）で表わされる化合物は、公知のものであれば特に制限されない。それ
らのうち、商業的に入手可能なものとしては、例えば、上記一般式（１）中、Ｒ２及びＲ
３の少なくとも一方が－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）Ｏ－、又は－ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ－の
構造単位を有するエポキシ樹脂である「リカレジンＢＰＯ２０Ｅ」（新日本理化社製、商
品名）、「ＥＰ４００５」（旭電化工業社製、商品名）、「ＥＰ４０００」（旭電化工業
社製、商品名）、及び「ＹＤ－７１６」（東都化成(株)社製、商品名）等が挙げられる。
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【００５５】
　式（１）中、Ｒ２及びＲ３の少なくとも一方が－ＣＯ－Ｏ－、又は－Ｏ－ＣＯ－の構造
単位を有するエポキシ樹脂として「ＹＤ－１７１」（東都化成(株)社製、商品名）等が挙
げられる。
【００５６】
　式（１）中、Ｒ２及びＲ３の少なくとも一方が－ＣＨ２Ｏ－、－ＯＣＨ２－、－ＣＨ２

Ｓ－、又は－ＳＣＨ２－の構造単位を有するエポキシ樹脂として「リカレジンＢＰＯ６０
Ｅ」（新日本理化社製、商品名）、「ＹＨ－３００」（東都化成(株)社製、商品名）、「
ＰＧ２０２」（東都化成(株)社製、商品名）、「ＥＰ４０８５」（旭電化工業社製、商品
名）、「リカレジンＤＭＥ１００」（新日本理化社製、商品名）、及び「リカレジンＤＭ
Ｅ２００」（新日本理化社製、商品名）等が挙げられる。
【００５７】
　本実施形態において、サーミスタ素体１を形成する際に用いる硬化剤は、硬化体に可と
う性を付与する酸無水物を含んでいることが必要である。
【００５８】
　ある酸無水物が、本実施形態における「硬化体に可とう性を付与する酸無水物」に該当
するか否かは、例えば、以下の方法により得られる条件を満足するか否かで判断される。
その条件は、エポキシ樹脂と、酸無水物を含む硬化剤とを、当量比１：１で混合した混合
物を加熱処理して硬化体を形成した場合に、得られた硬化体の２５℃における曲げ弾性率
の値Ｅ１（Ｐａ）が、同じエポキシ樹脂と、硬化剤としてのメチルヘキサヒドロフタル酸
無水物とを、当量比１：１で混合した混合物を同条件で加熱処理して得られる硬化体の２
５℃における曲げ弾性率の値Ｅ０（Ｐａ）に対して、下記式（Ａ）を満たすことである。
（Ｅ１／Ｅ０）＜１　…（Ａ）
ただし、Ｅ１及びＥ０は、曲げ弾性率測定法に基づいて測定された値である。
【００５９】
　かかる条件を満たすことができる酸無水物を、本実施形態における「硬化体に可とう性
を付与する酸無水物」であると判断することができる。
【００６０】
　硬化体に可とう性を付与する酸無水物を含む硬化剤を用いることにより、所望の室温抵
抗値と所望の抵抗変化率とを同時に満足し、さらに、信頼性に優れる有機質正特性サーミ
スタを得ることができる。
【００６１】
　また、本実施形態では、（Ｅ１／Ｅ０）が０．２～０．８であることが好ましい。（Ｅ
１／Ｅ０）が、０．８を超えると、本発明の効果が得られ難くなる傾向にあり、０．２未
満であると、サーミスタ素体の機械的強度が低下する傾向にある。
【００６２】
　また、本実施形態においては、酸無水物を硬化剤に含有させることによって、エポキシ
樹脂を用いる有機質正特性サーミスタの室温抵抗値を相対的に低下させる効果があり、さ
らに、耐熱性を付与できること、及び低粘度化によって作業性が向上することなどの効果
もある。
【００６３】
　本実施形態で好適に用いることができる酸無水物としては、下記一般式（Ｉ）で表され
る化合物、又は、下記一般式（ＩＩ）～（ＩＶ）で表される構造単位のうち１種以上を１
つ以上含む化合物が挙げられる。
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【化９】

式（Ｉ）中、Ｘは、炭素数４以上の炭化水素基を少なくとも１つ有する２価の有機基を示
す。なお、炭素数４以上の炭化水素基は、飽和炭化水素基であっても不飽和炭化水素基で
あってもよく、また、鎖状構造であっても枝分かれ構造であってもよい。

【化１０】

式（ＩＩ）中、Ｙは、炭素数４以上の２価の炭化水素基を示す。

【化１１】

式（ＩＩＩ）中、Ｚは、炭素数２以上の２価の炭化水素基を示す。
【化１２】

式（ＩＶ）中、Ｗは、炭素数３以上の３価の炭化水素基を示す。
【００６４】
　上記一般式（Ｉ）で表される化合物としては、例えば、下記一般式（Ｖ）及び（ＶＩ）
で表される酸無水物が挙げられる。
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【化１３】

式（Ｖ）中、Ｒ４は、炭素数４～２０の飽和又は不飽和炭化水素基を示す。

【化１４】

式（ＶＩ）中、Ｒ５～Ｒ７は、同一であっても異なっていてもよく、炭素数４～２０の飽
和又は不飽和炭化水素基を示す。
【００６５】
　上記一般式（ＩＩ）で表される化合物としては、例えば、下記一般式（ＶＩＩ）で表さ
れる酸無水物が挙げられる。

【化１５】

式（ＶＩＩ）中、Ｒ８は、炭素数４以上の２価の炭化水素基を示す。また、この炭化水素
基は、主鎖を構成する炭素数が４以上であれば、アルキル基、フェニル基などの置換基を
有していてもよい。また、式（ＶＩＩ）中、ｍは、１～２０の整数を示す。
【００６６】
　上記一般式（ＩＩＩ）で表される化合物としては、例えば、下記一般式（ＶＩＩＩ）で
表される酸無水物が挙げられる。
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【化１６】

式（ＶＩＩＩ）中、Ｒ９は、炭素数２以上の２価の炭化水素基を示す。
【００６７】
　上記一般式（ＩＩＩ）で表される化合物としては、例えば、下記一般式（ＩＸ）で表さ
れる酸無水物が挙げられる。

【化１７】

式（ＩＸ）中、Ｒ１０は、炭素数３以上の３価の炭化水素基を示す。
【００６８】
　さらに、硬化体に可とう性を付与する酸無水物としては、例えば、ドデセニル無水コハ
ク酸、ポリアジピン酸無水物、ポリアゼライン酸無水物、ポリセバシン酸無水物、ポリ（
エチルオクタデカン二酸）無水物、ポリ（フェニルヘキサデカン二酸）無水物、及び２，
４－ジエチルグルタル酸無水物等の脂肪族酸無水物、並びに、エチレングリコールビスア
ンヒドロトリメリテート、及びグリセロールトリストリメリテート等の芳香族酸無水物が
挙げられる。これらは１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００６９】
　かかる酸無水物を用いることによって、所望の室温抵抗値と所望の抵抗変化率とを同時
に満足し、さらに、信頼性に優れる有機質正特性サーミスタを、より確実かつ容易に得る
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ことができる。
【００７０】
　サーミスタ素体１を形成する際に用いる硬化剤は、１種又は２種以上の上述の酸無水物
のみであってもよいが、１種又は２種以上の上述の酸無水物と１種又は２種以上の他の硬
化剤との混合物であってもよい。硬化体に可とう性を付与する酸無水物以外の他の硬化剤
としては、エポキシ樹脂と反応して硬化体を形成できるものであれば特に限定されず、例
えば、上記式（１）を満足しない酸無水物、脂肪族ポリアミン、芳香族ポリアミン、ポリ
アミド、フェノール、ポリメルカプタン、第三アミン及びルイス酸錯体等の公知の硬化剤
が挙げられる。
【００７１】
　硬化体に可とう性を付与する酸無水物は、硬化剤全体１００質量部に対して、５～１０
０質量部の配合割合で用いることが好ましく、２０～１００質量部の配合割合で用いるこ
とがより好ましい。硬化体に可とう性を付与する酸無水物の配合割合が、５質量部未満で
あると、得られる有機質正特性サーミスタが所望の室温抵抗値と所望の抵抗変化率とを同
時に満たすことが困難となる傾向にある。
【００７２】
　サーミスタ素体１を形成する際に用いる硬化剤の配合割合としては、エポキシ樹脂の全
量に対して当量比で、０．５～１．５が好ましく、０．８～１．２がより好ましい。硬化
剤の当量比がエポキシ樹脂に対して０．５未満だと、あるいは１．５を超えると、未反応
のエポキシ基及び酸無水物基が増加することにより、サーミスタ素体の機械的強度が低下
したり、サーミスタのＰＴＣ特性における抵抗変化率が低下したりする傾向にある。
【００７３】
　サーミスタ素体１に含有される導電性粒子は、電子伝導性を有していれば特に限定され
ず、例えば、カーボンブラック、グラファイト、各形状の金属粒子若しくはセラミック系
導電性粒子を用いることができる。金属粒子の金属材料としては、銅、アルミニウム、ニ
ッケル、タングステン、モリブデン、銀、亜鉛、コバルト、及び銅紛にニッケルめっきを
施したもの等が挙げられる。セラミック系導電性粒子の材料としては、ＴｉＣ及びＷＣ等
が挙げられる。これらは、１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる
。
【００７４】
　本実施形態の有機質正特性サーミスタでは、金属粒子を用いることが好ましい。導電性
粒子として金属粒子を用いると、サーミスタの抵抗変化率を十分に確保したまま、室温抵
抗値をより低下させることができ、例えば、本発明のサーミスタを過電流保護素子として
用いる場合に好適である。また、金属粒子の構成材料としてニッケルを用いることが酸化
されにくい等の化学的安定性の観点から好ましい。
【００７５】
　導電性粒子の形状としては特に限定させず、球状、フレーク状、繊維状及び棒状等が挙
げられるが、粒子の表面にスパイク状の突起を有するものが好ましい。本実施形態の有機
質正特性において、スパイク状の突起を有する導電性粒子を用いることにより、隣接する
粒子間におけるトンネル電流が流れやすくなるため、有機質正特性サーミスタの抵抗変化
率を十分に確保したまま、室温抵抗値をより低くすることができる。また、スパイク状の
突起を有する導電性粒子は、真球状の粒子に比べて、粒子同士の中心間距離を大きくする
ことができるため、ＰＴＣ特性においてより大きな抵抗変化率を得ることができる。さら
に、繊維状の粒子を用いた場合に比べて、サーミスタの室温抵抗値のばらつきを低減する
ことができる。
【００７６】
　スパイク状の突起を有する導電性粒子は、一つ一つの粒子（一次粒子）が個別に存在す
る粉体であってもよいが、１０～１０００個程度の一次粒子が鎖状に連なりフィラメント
状の二次粒子を形成しているものが好ましい。かかるフィラメント状の二次粒子を形成し
ているものを用いることにより、より低い室温抵抗を得ることができ、さらには、ばらつ
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きの少ない安定した室温抵抗値を得ることができる。また、その材質は、化学的安定性の
観点から金属が好ましく、ニッケルを主成分とするものがより好ましい。さらに、その比
表面積が０．３～３．０ｍ２／ｇであって、見かけ密度が３．０ｇ／ｃｍ３以下であるこ
とが好ましい。ここで、「比表面積」とは、ＢＥＴ一点法に基づく窒素ガス吸着法により
求められる比表面積を示す。
【００７７】
　また、一次粒子の平均粒径は、０．１～７．０μｍであると好ましく、０．５～５．０
μｍであるとより好ましい。なお、平均粒径はフィッシャー・サブシーブ法で測定したも
のである。
【００７８】
　商業的に入手可能なスパイク状の突起を有する導電性粒子としては、例えば、「ＩＮＣ
Ｏ　Ｔｙｐｅ２１０」、「ＩＮＣＯ　Ｔｙｐｅ２５５」、「ＩＮＣＯ　Ｔｙｐｅ２７０」
、「ＩＮＣＯ　Ｔｙｐｅ２８７」(いずれもＩＮＣＯ社製、商品名)等が挙げられる。
【００７９】
　サーミスタ素体１に含有される導電性粒子の配合割合としては、サーミスタ素体中で５
０～９０質量％となるように配合することが好ましく、６０～８０質量％となるように配
合することがより好ましい。導電性粒子の配合割合が、５０質量％未満であると、低い室
温抵抗値が得られ難くなる傾向にあり、９０質量％を超えると、ＰＴＣ特性においてより
大きな抵抗変化率を得ることが困難になる傾向にある。
【００８０】
　本実施形態では、エポキシ樹脂と、硬化剤と、導電性粒子を含有する混合物に、さらに
硬化促進剤等の添加剤を加えてもよい。硬化促進剤を加えることにより、混合物を硬化さ
せる際の硬化温度を下げることや硬化に要する時間を短縮することが可能となる。
【００８１】
　硬化促進剤としては、例えば、第三アミン、アミンアダクト化合物、イミダゾールアダ
クト化合物、ほう酸エステル、ルイス酸、有機金属化合物、有機酸金属塩、及びイミダゾ
ール等の一般に用いられているものが挙げられる。これらのうち、イミダゾールアダクト
化合物である、イミダゾールアダクトエポキシ化合物を用いることが好ましい。第三アミ
ンやアミンアダクト化合物を硬化促進剤として用いる場合に比べて、硬化速度のコントロ
ールが容易であり、発熱をより小さくすることができるため、サーミスタ素体１を形成す
る樹脂が炭化するほどの熱が発生することをより確実に抑制することができる。
【００８２】
　添加剤の配合量については、本発明の効果を損なわない範囲であれば特に限定されない
。
【００８３】
　次に、本発明の有機質正特性サーミスタの製造方法の一例を示す。
【００８４】
　まず、所定量のエポキシ樹脂、硬化剤、導電性粒子、及び、必要に応じて硬化促進剤な
どの添加剤を混合する（混合工程）。この混合工程の際に用いられる装置は、各種撹拌機
、分散機、ミル等の公知のものが挙げられる。混合する時間は、特に限定されないが、通
常、１０～６０分間混合することで、各成分を分散させることができる。
【００８５】
　混合処理中に気泡が混入した場合は、真空脱泡を行うことが好ましい。また、粘度調節
のために、反応性希釈剤や一般的に用いられる溶剤を用いることができる。このような溶
剤としては、例えばＩＰＡ、アセトン、メタノール、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、メ
チルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）、トルエン、キシレン、ジメチルホルムアミド（ＤＭ
Ｆ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、ＴＨＦ、セロソルブアセテート、及び酢酸エ
チル等が挙げられる。
【００８６】
　次に、得られた混合物をスクリーン印刷等の方法により電極としての金属箔上に塗布す
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る。さらに、別の金属箔で挟み、プレス成形することによりシート状にする。また、混合
物をニッケルや銅等の金属箔電極間に流し込むことによりシート状にしてもよい。
【００８７】
　次に、得られたシートを加熱処理して硬化させる（硬化工程）。
【００８８】
　また、混合物のみをドクターブレード方法などによりシート状に成形し、これを硬化し
たものに導電性ペースト等を塗布して電極を形成することもできる。
【００８９】
　そして、得られたシート状の硬化体を所望の形状（例えば、３．６ｍｍ×９ｍｍ）に打
ち抜くことにより、サーミスタを得ることができる（打ち抜き工程）。打ち抜き方法とし
ては、通常の有機質正特性サーミスタを打ち抜く方法であれば特に限定されることなく用
いることができる。
【００９０】
　また、必要に応じて、打ち抜き工程によって得られたサーミスタの電極の表面に、それ
ぞれリードを接合することにより、リードを有するサーミスタを作製できる。リード接合
方法としては、通常の有機質正特性サーミスタの製造方法において用いられるものであれ
ば特に限定されることなく用いることができる。
【００９１】
　以上、本発明の有機質正特性サーミスタの好適な実施形態及び製造方法について説明し
たが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。
【００９２】
　また、有機質正特性サーミスタが、複数のサーミスタ素体を積層して構成されていても
よい。
【００９３】
　本発明の有機質正特性サーミスタは、過電流・加熱保護素子、自己制御型発熱体、温度
センサー等に利用することができる。
【実施例】
【００９４】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明について更に詳しく説明するが、本発明はこれ
らの実施例に何ら限定されない。
【００９５】
（参考例１）
　エポキシ樹脂としてビスフェノールＡタイプのエポキシ樹脂（大日本インキ化学工業社
製、商品名「ＥＰＩＣＬＯＮ８５０」、エポキシ当量１９０ｇ／ｅｑ）１００質量部と、
硬化剤としてのドデセニル無水コハク酸（新日本理化社製、商品名「リカシッドＤＤＳＡ
」、酸無水物当量２６６ｇ／ｅｑ）１４０質量部（エポキシ樹脂と硬化剤との当量比で１
：１）と、硬化促進剤としてのイミダゾールアダクトエポキシ化合物（味の素ファインテ
クノ（株）製、商品名「ＰＮ－４０Ｊ」）１質量部とを攪拌機を用いて攪拌混合した。さ
らに、導電性粒子としてフィラメント状ニッケルパウダ（ＩＮＣＯ社製、商品名「Ｔｙｐ
ｅ２５５ニッケルパウダ」、平均粒径２．２～２．８μｍ、見かけ密度０．５～０．６５
ｇ／ｃｍ３、比表面積０．６８ｍ２／ｇ）を、混合物中で７５質量％となるように添加し
て攪拌混合し、混合物を調製した。
【００９６】
　次に、得られた混合物を、印刷法によりＮｉ箔（厚さ：２５μｍ）上に塗布して、膜厚
が０．５ｍｍの塗膜を形成し、さらにもう一枚のＮｉ箔で塗膜を挟みプレス成形した。さ
らに、これをオーブンに入れ、温度１５０℃で３００分間保持して硬化処理を行い、Ｎｉ
箔の電極で挟まれたシート状の硬化体を得た。
【００９７】
　続いて、得られたシート状の硬化体を３．６×９．０ｍｍの形状に打ち抜き、参考例１
の有機質正特性サーミスタを得た。
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【００９８】
　次いで、得られたサーミスタを恒温槽内で室温（２５℃）から２００℃まで３℃／分で
加熱、冷却し、４端子法により所定の温度で抵抗値の測定を行い、温度－抵抗曲線を得た
。
【００９９】
　参考例１の有機質正特性サーミスタの初期室温抵抗は２．０×１０－３Ω（１．３×１
０－２Ω・ｃｍ）であった。また、１３０℃付近でその抵抗が急激に増加し、抵抗変化率
は７桁（１０７）以上であった。さらに、加熱冷却後の室温抵抗値は６．０×１０－３Ω
（３．９×１０－２Ω・ｃｍ）であった。これらの結果を表１にまとめる。
【０１００】
　また、参考例１の有機質正特性サーミスタを約２００℃の高温中に放置した後、室温雰
囲気に取り出したところ、Ｎｉ箔電極の歪みや変形、打ち抜き側面からの素体のはみ出し
等が見られず、サーミスタの変形は確認されなかった。
【０１０１】

【表１】

 
【０１０２】
（参考例２）
　エポキシ樹脂として、ビスフェノールＡタイプのものに代えて、ビスフェノールＦタイ
プのエポキシ樹脂（大日本インキ化学工業社製、商品名「ＥＰＩＣＬＯＮ８３０」、エポ
キシ当量１７５ｇ／ｅｑ）を１００質量部用い、このエポキシ樹脂１００質量部に対して
硬化剤を１５２質量部（エポキシ樹脂と硬化剤との当量比で１：１）用いたこと以外は参
考例１と同様にして、参考例２の有機質正特性サーミスタを得た。
【０１０３】
　得られた参考例２のサーミスタについて、参考例１と同様にして、温度－抵抗曲線を得
た。その初期室温抵抗値は２．０×１０－３Ω（１．３×１０－２Ω・ｃｍ）であった。
また、１３０℃付近で抵抗が急激に増加し、抵抗変化率は６桁（１０６）以上であった。
さらに、加熱冷却後の室温抵抗値は４．０×１０－３Ω（２．６×１０－２Ω・ｃｍ）で
あった。これらの結果を表１にまとめる。
【０１０４】
　また、参考例２の有機質正特性サーミスタを約２００℃の高温中に放置した後、室温雰
囲気に取り出したところ、Ｎｉ箔電極の歪みや変形、打ち抜き側面からの素体のはみ出し
等が見られず、サーミスタの変形は確認されなかった。
【０１０５】
（参考例３）
　硬化剤として、ドデセニル無水コハク酸に代えて、オクテニル無水コハク酸（三洋化成
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工業社製、商品名「ＯＳＡ」、酸無水物当量２５８ｇ/ｅｑ）を、エポキシ樹脂１００質
量部に対して１３６質量部（エポキシ樹脂と硬化剤との当量比で１：１）用いたこと以外
は参考例１と同様にして、参考例３の有機質正特性サーミスタを得た。
【０１０６】
　得られた参考例３のサーミスタについて、参考例１と同様にして、温度－抵抗曲線を得
た。その初期室温抵抗値は２．０×１０－３Ω（１．３×１０－２Ω・ｃｍ）であった。
また、１３０℃付近で抵抗が急激に増加し、抵抗変化率は７桁（１０７）以上であった。
さらに、加熱冷却後の室温抵抗値は４．０×１０－３Ω（２．６×１０－２Ω・ｃｍ）で
あった。これらの結果を表１にまとめる。
【０１０７】
　また、参考例３の有機質正特性サーミスタを約２００℃の高温中に放置した後、室温雰
囲気に取り出したところ、電極箔表面の歪みや、打ち抜き側面からのＰＴＣ素体のはみ出
しなどは見られず、サーミスタの変形は確認されなかった。
【０１０８】
　（比較例１）
　硬化剤として、ドデセニル無水コハク酸に代えて、メチルテトラヒドロ無水フタル酸（
大日本インキ化学工業社製、商品名「Ｂ５７０」、酸無水物当量１６８ｇ/ｅｑ）を、エ
ポキシ樹脂１００質量部に対して８８質量部（エポキシ樹脂と硬化剤との当量比で１：１
）用いたこと以外は実施例１と同様にして、比較例１の有機質正特性サーミスタを得た。
【０１０９】
　得られた比較例１のサーミスタについて、実施例１と同様にして、温度－抵抗曲線を得
た。その初期室温抵抗は３．０×１０－３Ω（１．９×１０－２Ω・ｃｍ）であった。し
かし、温度が変化しても抵抗変化率が１桁（１０１）未満であり、十分なＰＴＣ特性が得
られなかった。この結果を表１にまとめる。
【０１１０】
　（比較例２）
　硬化剤として、ドデセニル無水コハク酸に代えて、メチルヘキサヒドロフタル酸無水物
（大日本インキ化学工業社製、商品名「Ｂ６５０」、酸無水物当量１６６ｇ／ｅｑ）を、
エポキシ樹脂１００質量部に対して８８質量部（エポキシ樹脂と硬化剤との当量比で１：
１）用いたこと以外は実施例１と同様にして、比較例２の有機質正特性サーミスタを得た
。
【０１１１】
　得られた比較例２のサーミスタについて、実施例１と同様にして、温度－抵抗曲線を得
た。初期室温抵抗は４．０×１０－３Ω（２．６×１０－２Ω・ｃｍ）であった。しかし
、温度が変化しても抵抗変化率が１桁（１０１）程度であり、十分なＰＴＣ特性が得られ
なかった。これらの結果を表１にまとめる。
【０１１２】
　（比較例３）
　エポキシ樹脂として、ビスフェノールＡタイプのものに代えて、ビスフェノールＦタイ
プのエポキシ樹脂（大日本インキ化学工業社製、商品名「ＥＰＩＣＬＯＮ８３０」、エポ
キシ当量１７５ｇ／ｅｑ）を１００質量部、及び、硬化剤として、ドデセニル無水コハク
酸に代えて、メチルテトラヒドロ無水フタル酸（大日本インキ化学工業社製、商品名「Ｂ
５７０」、酸無水物当量１６８ｇ／ｅｑ）を、エポキシ樹脂１００質量部に対して９６質
量部（エポキシ樹脂と硬化剤との当量比で１：１）用いたこと以外は実施例１と同様にし
て、比較例３の有機質正特性サーミスタを得た。
【０１１３】
　得られた比較例３のサーミスタについて、実施例１と同様にして、温度－抵抗曲線を得
た。その初期室温抵抗は３．０×１０－３Ω（１．９×１０－２Ω・ｃｍ）であった。し
かし、温度が変化しても抵抗変化率が１桁（１０１）未満であり、十分なＰＴＣ特性が得
られなかった。これらの結果を表１にまとめる。
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【０１１４】
　表１に示されるように、参考例１～３の有機質正特性サーミスタは、十分低い室温抵抗
値と十分大きな抵抗変化率とを同時に有していることが確認された。また、加熱冷却後の
室温抵抗値の復帰性も良好であり、信頼性に優れていることが確認された。
 
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の有機質正特性サーミスタの好適な一実施形態を模式的に示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…サーミスタ素体、２…電極、３…電極、１０…有機質正特性サーミスタ。

【図１】
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